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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本農林ヘリコプター株式会社所属川崎ベル式４７Ｇ３Ｂ‐ＫＨ４型ＪＡ７３２５は、昭和 

５５年２月２６日１２時３０分ごろ、新潟空港へ空輸のため、機長外１名がとう乗し、新潟県 

南魚沼郡湯沢町大字土樽字中子原の場外離着陸場（標高約４００メートル。以下「ヘリポート」 

という。）を離陸した直後、降着装置及び胴体下面が積雪に接触し、左に偏向しながら右に横 

転して機体が大破した。

本事故による火災は発生せず、人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５５年２月２６日～２８日　現場調査

昭和５５年５月１６日　機体損傷状況調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５５年５月２１日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７３２５は、昭和５５年２月２３日、湯沢町及びその周辺のスキー場の空中撮影のため、 

新潟空港よりヘリポートに空輸し、3回の撮影を行った。

２４、２５日は天候不良のためヘリポートに待機しており、２６日には、０９時０５分から 

１０時１５分までの間空中撮影を行った後、ヘリポートに着陸した。

その後、天候が撮影に不適当な状況となったので以後の飛行を中止し、帰投のため、前席に 

機長及び後席左側に整備士がとう乗し、新潟空港に向け１２時３０分ごろ離陸した。その際、 

機長は、対地高度４～５フィートのホバリングを行った後、東に向って前進飛行に移行した。

同機は、ヘリポートの積雪のてん圧帯上を徐々に高度を低下しながら約２２メートル前進飛 

行で通過した直後、機長は機体に軽いショックを感じ反射的にコレクティブピッチレバーの 

上げ操作を行ったが、やや右傾の状態で降着装置及び胴体下面がてん圧境界線から約７ 

メートル前方の積雪に接触しながら、機首を右に偏向しつつ約２０メートル進行した。（付 

図参照）

その後、メインロータブレードの先端部が機首の前方の雪面をたたき、ついでテールブーム 

を切断するとともに機首を左に偏向し、離陸地点から約４６メートルの地点に機首方位約３６０ 

度の右横倒しの状態となって停止した。

機長は、直ちにバッテリスイッチ、ジェネレータスイッチ及びイグニッションスイッチを断  

とし、整備士に続いて機外に脱出した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　―　０

重傷　０　―　０

軽傷　０　―　０

なし　２　―



２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２１年１１月２５日生

事業用操縦士技能証明書　第５２８７号

昭和４８年６月８日取得

限定事項　ベル式４７型、ヒューズ式２６９型、エンストロム式２８０型、ヒラー式Ｕ

Ｈ‐１２型

第１種航空身体検査証明書　第１１６５１８５６号

有効期間　昭和５５年２月２３日から昭和５６年２月２２日まで

総飛行時間　２，３８８時間１８分

同型式機飛行時間　１，９７２時間５９分

最近９０日間の飛行時間　２４時間５２分

最近３０日間の飛行時間　１３時間５０分

最近７日間の飛行時間　５時間１０分

２．６　航空機に関する情報

型式　川崎ベル式４７Ｇ３Ｂ‐ＫＨ４型

製造番号　第２４６号

製造年月日　昭和３７年３月２３日

耐空証明書番号　第東５４‐５３１号

有効期間　昭和５５年１月２４日から昭和５６年１月２３日まで

総飛行時間　５，１９６時間３６分

推定重量は２，７１３ポンド、推定重心位置は０．７８インチで、いずれも許容範囲（重量限界

２，８５０ポンド、重心位置－３～＋３．５９インチ）内にあったものと推定される。

同機は、事故当時、特殊装備品として、飛行規程に記載されている雪上橇（ＫＨＩ‐１型、 

以下「スノーシュー」という。）を装着していた。



燃料及び潤滑油は、航空用ガソリン１００／１３０及びエアロシェルＳＡＥ３０で、いずれも 

規格品であった。

２．７　気象に関する情報

２．７．１　事故発生時の事故現場付近の気象は、機長の口述によれば、天気曇、無風、視程良

好であった。

２．７．２　事故現場より西方約１．９キロメートルの建設省湯沢砂防工事事務所における１２時

００分の定時観測値は次のとおりであった。

天気曇、風向北西、風速０．６メートル／秒、累計積雪量２．２メートル、降雪なし、気 

温４．８度Ｃ。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

メインロータブレード　赤側湾曲及び破損

白側先端部破断

メインロータハブアセンブリ　破損

メインロータマスト　湾曲

スタビライザチューブアセンブリ　白側折損、赤側湾曲

燃料タンク　左側破損

エンジン　No.１シリンダフィン折損

エンジンスプラグシステム　切損

テールロータブレード　赤白側ともに折損

テールロータドライブシャフト　切断及び脱落

フライトコントロールロッド　切損及び湾曲

キャビンフロアアセンブリ　湾曲

センタフレーム　湾曲

テールブーム　切断及び折損

ランデングライト　破損、脱落

２．９　その他必要な事項

ヘリポートは、国鉄上越線越後湯沢駅より東南東約２．２キロメートルの湯沢町営総合グラン

ド内に設置されており、当時、当該地には積雪が約２．２メートルあり、その表面はほぼ水平で



新雪に覆われていた。

なお、ヘリポートは、約３０×４０メートルの範囲内をブルドーザによっててん圧されてお 

り、その段差は約１５センチメートルであった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　ＪＡ７３２５は、調査結果及び機長の口述から、事故発生時まで不具合はなかった 

ものと推定される。

３．１．２　事故当時の気象状況は、事故の発生に直接関連はなかったものと推定される。

３．１．３　同機は、ホバリング後、遅い速度で前進飛行を続け、転移揚力を得ることができな 

いまま地面効果が徐々に減少したため高度が低下し、機長が転移揚力を早く得ようとし 

て前傾姿勢を大きくしたことにより、更に高度低下をきたしたものと推定される。

３．１．４　同機が高度低下により積雪帯の雪面に接触したのは、離陸時において積雪により高 

度判定がしにくい周辺の環境において、げん惑に対する機長の配慮が不十分であったた 

め高度判定を誤ったことが関与しているものと推定される。

３．１．５　同機の事故に至った経過は、機体の損傷、雪面の痕跡及び目撃者の口述から、次の 

とおりであったものと推定される。

同機は、高度低下をきたしながら積雪帯に入り、左右スキッド先端部のスノーシュー 

が雪面に接触し、その抵抗により前傾姿勢が大きくなり、メインロータブレードの先端 

部が機首前方の雪面をたたいたため、メインロータブレードはねじれた状態となり不規 

則な上下運動が加わって、白側ブレードの先端部分によりテールブームを切断したもの 

と推定される。

４　結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ７３２５は、有効な耐空証明を有し、事故発生時まで不具合はなかったものと推定さ 

れる。



(3)　事故当時の気象状況は、事故に直接関連はなかったものと推定される。

(4)　同機がホバリングからの遅い速度で前進飛行を続け、更に機長が前傾姿勢を大きくしたこ 

とにより高度低下をきたしたものと推定される。

(5)　同機が離陸の際、高度判定のしにくい環境において、機長のげん惑に対する配慮が不十分

であったことにより高度判定を誤ったものと推定される。

(6)　同機の事故に至った経過は、左右スキッド先端部のスノーシューが雪面に接触し、その抵 

抗により前傾姿勢となり、メインロータブレードの先端部が機首前方の雪面をたたき、その 

ためねじれた状態となり不規則な上下運動が加わったため、テールブーム切断とともに左に 

偏向しつつ右に横転したものと推定される。

原因

本事故は、積雪帯における離陸の際、機長がホバリングからの前進飛行において操作に適切 

を欠いため高度の低下をきたし、雪面に接触したことによるものと推定される。

なお、機長が積雪上における高度判定を誤ったことが関与したものと推定される。





付図

事故現場見取図


